
Ｑ 「奈良県少年補導に関する条例」って何？

Ａ 少年の非行防止と保護を通じて、少年の健全な育成を図ることを目的
とした、奈良県独自のきまりです。この条例では、少年にとって「非行

。の入り口」となるような行為を『不良行為』として定めています

Ｑ 「非行の入り口」となるような『不良行為』ってどんな行為？

Ａ 少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある行為（刑罰法令に触れ
るものを除く ）をいい、この条例では次の２６項目を定めています。。

① 喫煙
競輪の車券購入等③

② 飲酒
④ 売 春

⑤ 粗暴な言動

⑥ 刃物等の所持

⑦ 金品の不正要求

⑧ 金品の無断持ち出し

⑨ 性的不安を与える言動

⑩ 暴走行為のあおり

有害薬物等の濫用⑪
ら ん よ う

・ 所 持 ⑬ 暴力団員 ・暴走族等
との交際

⑫ 家出

２ ０ 歳未満の少年について
不良行為となるもの

⑭サッカー く じ （ ｔ ｏ ｔ ｏ チ ケ ッ ト ） の購入等

１ ９ 歳 未満 の少年 に つい て
不良行為となるもの
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「不良行為 （２６項目）」



奈 良 県 警 察

⑮ 風俗営業所等への立入り

⑯ デリバリーヘルス等の利用

⑰ デリバリーヘルス等への従事

⑱ 児童買春の相手方となる行為

⑲出会い系サイ トの利用

⑳イン ターネ ッ ト上の有害情報閲覧等

有害図書類 ・有害がん具刃物類の所持21

深夜はいかい24
入れ墨を受ける行為22

無断外泊25
イ ン ターネ ッ ト掲示板への23

中傷情報の書き込み等 小 ,中 学校等の怠学2 6

１ ８ 歳 未満の 少年 につ い て
不良行為となるもの

Ｑ 例えば、｢喫煙｣や｢飲酒｣として警察官に注意を受けた場合、少年が持って
いる ｢たばこ｣や｢お酒｣はどうなるの？

Ａ その場で、少年に廃棄するように求めます。または、少年の任意の提出を
受けて、一時的に警察で保管し、保護者等へ引き渡します。

Ｑ １８歳未満の少年の「家出」や「深夜はいかい 「無断外泊」で警察官に」
注意を受けた場合はどうなるの？

Ａ 帰宅するように指導を受けます。
また、少年の年齢や状況によっては､その場で保護者に連絡し、保護者に

連絡がつかない場合や､保護者が直ぐに迎えに来られない場合などは、少年
の同意を得て、警察で一時的に保護することがあります。
ただし、１６歳未満の少年については、保護者からの依頼を受けて保護

することがあります。

Ｑ 不良行為を行っている少年に対して注意するのは、警察官だけですか？

Ａ 少年警察ボランティアである｢少年補導員｣をはじめ、一般の大人の方々
も注意することがあります。

少 年 の み な さ ん へ

自 分 自 身 が 犯 罪 に 巻 き 込 ま れ な い た め に も ､決 め ら れ た ル ー ル を 守 り ま し ょ う 。

ま た 、 喫 煙 ､飲 酒 な ど の 「 不 良 行 為 」 に 誘 わ れ て も 、 き っ ぱ り 断 る 勇 気 を 持 ち

ま し ょ う 。


